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居住誘導区域 

市街化区域のうち、以下の地域を除く区域 

① 工業地域（神守地区） 

② 国道 155号沿いの準住居地域、同路線西側の第一種住居地域 

③ 西尾張中央道沿いの準住居地域、同路線東側の第一種住居地域 
 

※詳細は津島市 WEB公開型地理情報システムを参照すること。 
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